
○草加市安全安心まちづくり推進条例 

平成２８年９月２１日 

条例第１８号 

（目的） 

第１条 この条例は、安全安心まちづくり（犯罪を防止し、地域の防犯力を向上させる環

境の整備をいう。以下同じ。）に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び土地建

物所有者等の責務並びに自主防犯団体の役割を明らかにするとともに、安全安心まちづ

くりに関する施策の基本となる事項及び迷惑行為の防止に関し必要な事項を定めること

により、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 市民 市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。 

(2) 事業者 市内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。 

(3) 土地建物所有者等 市内に所在する土地又は建物その他の工作物を所有し、又は管

理する者をいう。 

(4) 自主防犯団体 町会、自治会その他市内において安全安心まちづくりに関する活動

を行う団体をいう。 

(5) 市民等 市民、事業者、土地建物所有者等及び自主防犯団体をいう。 

(6) 関係機関 国、埼玉県、警察その他防犯に関する業務を行う公的機関をいう。 

（基本理念） 

第３条 安全安心まちづくりは、市、市民等及び関係機関がそれぞれの役割を分担し、緊

密に連携し、及び協力しながら一体となって推進するものとする。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、次に

掲げる事項を基本として安全安心まちづくりを推進するために必要な施策を総合的かつ

計画的に策定し、及び実施するものとする。 

(1) 安全安心まちづくりに関する意識の啓発に関すること。 

(2) 市民等による自主防犯活動の支援に関すること。 

(3) 安全安心まちづくりに配慮した施設等の普及の促進に関すること。 



(4) 前３号に掲げるもののほか、安全安心まちづくりに関し市長が必要と認めること。 

２ 市は、前項の施策の実施に当たって、必要な体制を整備するものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、自らの安全の確保に努めるとともに、声かけ、清

掃その他の活動を自主的に行うことにより地域の防犯力の向上に努めるものとする。 

２ 市民は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものと

する。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その所有し、又は管理する施設及び事業活動に

係る安全の確保のために必要な措置を講じ、施設周辺の巡回、清掃その他の活動を自主

的に行うことにより地域の防犯力の向上に努めるものとする。 

２ 事業者は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるもの

とする。 

（土地建物所有者等の責務） 

第７条 土地建物所有者等は、基本理念にのっとり、その所有し、又は管理する土地又は

建物その他の工作物に係る安全の確保のために必要な措置を講ずることにより地域の防

犯力の向上に努めるものとする。 

２ 土地建物所有者等は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３

年法律第１２２号）第２８条第１項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律施行条例（昭和５９年埼玉県条例第４７号）第９条の規定により禁止されている営

業の用に供する場所を提供してはならないものとする。 

３ 土地建物所有者等は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう

努めるものとする。 

（自主防犯団体の役割） 

第８条 自主防犯団体は、安全安心まちづくりに積極的に取り組むとともに、地域の住民

及び事業者が参加し、及び協力しやすい取組となるよう努めるものとする。 

２ 自主防犯団体は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努め

るものとする。 

（自主防犯団体等への支援） 

第９条 市長は、自主防犯団体等に対し、必要な情報の提供、技術的助言、活動に必要な



物品等の支給等の支援を行うものとする。 

（防犯活動事業者への支援） 

第１０条 市長は、市と協働して防犯活動に取り組む事業者と安全安心まちづくりへの協

力に関する覚書等を締結し、当該事業者に対し、必要な情報の提供、技術的助言、活動

に必要な物品等の支給等の支援を行うものとする。 

（公共の場所における禁止行為） 

第１１条 何人も、道路、広場、駅その他の公共の場所において、次の各号のいずれかに

該当する行為（以下「迷惑行為」という。）をしてはならない。 

(1) 拒絶の意思を示している者に対し、客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘する

行為 

(2) 客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘する行為を行うために、進路に立ちふさ

がり、追随し、路上においてたむろする等通行を妨げる行為 

(3) 次のいずれかに該当するものを掲載したビラ、パンフレットその他の物品を配布す

る行為 

ア 人の衣服を脱いだ姿態、下着姿、水着姿等又は性的な行為を表す場面の写真又は

絵であって、人の性的好奇心をそそるもの 

イ 卑わいな文言、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言その

他の表示 

(4) 前３号に掲げる行為をさせる行為 

（是正指導等） 

第１２条 市長は、前条の規定に違反している者に対し、当該行為を是正するよう指導す

ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による指導を行うために必要があると認めるときは、その必要な

限度において、当該職員に、前条の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由が

ある者その他の関係人に質問させることができる。 

３ 前項の規定による質問を受けた者は、正当な理由がない限り、回答を拒んではならな

い。 

４ 第１項の規定による指導及び第２項の規定による質問を行う職員は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな



らない。 

（関係機関等への要請） 

第１３条 市長は、前条第１項の規定による指導を行うために必要があると認めるときは、

その必要な限度において、警察に対し、情報の提供その他必要な援助を求めることがで

きる。 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認

めるときは、関係機関又は関係団体に対し協力を求めることができる。 

（公表） 

第１４条 市長は、第１２条第１項の規定による指導を受けた事業者（法人その他の団体

に限る。以下この条及び次条において同じ。）が正当な理由なく当該指導に従わないと

きは、その旨、当該指導の内容及び当該指導を受けた事業者の名称その他指導に従わな

かった事業者を特定するために必要な事項を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表に当たり、あらかじめ、公表される事業者に対し通知

をして、その事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による公表に当たり、あらかじめ、第１８条の草加市安全安心

まちづくり推進協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要するときは、

この限りでない。 

４ 第１項の規定による公表の方法、第２項の通知の方法等は、規則で定める。 

（土地等の提供者への通知） 

第１５条 市長は、前条第１項の規定による公表をしたときは、当該公表をされた事業者

の営業その他の業務（第１２条第１項の指導に係るものに限る。）の用に供されている

土地又は建物を提供している土地建物所有者等に対し、当該公表の内容を通知するもの

とする。 

（迷惑行為対策重点区域の指定等） 

第１６条 市長は、市民等と協働して迷惑行為の防止を図るための施策に重点的に取り組

む必要があると認める区域を迷惑行為対策重点区域（以下「重点区域」という。）とし

て指定することができる。 

２ 市長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ、指定をしようとする区域

及びその周辺の区域において居住し、又は営業を行う者の意見を反映させるため適切な

措置を講ずるものとする。 



３ 市長は、重点区域を指定するときは、その旨、その区域及び指定年月日を告示すると

ともに、市民等に周知するよう努めるものとする。 

４ 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することが

できる。 

５ 第２項及び第３項の規定は、重点区域の指定の変更及び解除について準用する。 

（推進計画の策定） 

第１７条 市は、安全安心まちづくりに関する施策の実施を総合的かつ計画的に推進する

ため、安全安心まちづくりの推進に関する計画（第１９条において「安全安心まちづく

り行動計画」という。）を策定するものとする。 

（協議会の設置） 

第１８条 安全安心まちづくりを推進するため、草加市安全安心まちづくり推進協議会（以

下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第１９条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 安全安心まちづくり行動計画に関すること。 

(2) 第１４条第１項の規定による公表に関すること。 

(3) その他安全安心まちづくりに関し市長が必要と認める事項に関すること。 

２ 協議会は、安全安心まちづくりに関する重要な事項について、市長に意見を述べるこ

とができる。 

（組織） 

第２０条 協議会は、委員１０人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委

嘱する。 

(1) 市民 

(2) 事業者 

(3) 学識経験者 

(4) 関係団体の代表者 

(5) 関係機関の職員 

(6) その他市長が必要と認めた者 

（任期） 

第２１条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合におけ



る補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第２２条 協議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第２３条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（関係者の出席） 

第２４条 協議会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、

説明又は意見を求めることができる。 

（守秘義務） 

第２５条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

（その他協議会の運営に関する事項） 

第２６条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮って定める。 

（委任） 

第２７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

（罰則） 

第２８条 市長は、重点区域内において、第１１条の規定に違反して迷惑行為を行い、第

１２条第１項の指導に従わず、又は同条第２項の質問に対し陳述せず、若しくは虚偽の

陳述をした者に対し、５０，０００円以下の過料を科する。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


